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令 和 ４ 年 度  
 

 

 

               京 都 府 立 京 都 高 等 技 術 専 門 校  

 

 

＜前回仕様書との変更点＞ 

○令和２年度から５箇年計画で共用部分のはく離を行うこととし、今年度は、２階廊

下のビニールタイル床部分（268.63 ㎡）について、実施することとした。 

(日常清掃管理業務の便所の清掃及び階段手すりの清掃ついて、新型コロナウイルス

感染症拡大防止のため当校の負担で用意する殺菌・消毒剤を使って拭き上げること

を令和３年度から追加し、今年度も継続している。) 



 

 

１   施 設 の 規 模 等  
  ( 1 )  名     称     京 都 府 立 京 都 高 等 技 術 専 門 校  

  ( 2 )  所  在  地     京 都 市 伏 見 区 竹 田 流 池 町 １ ２ １ － ３  

  ( 3 )  規     模  

    ア   敷 地 面 積    ９ ， ９ ２ ８ ． ８ ９ ㎡  

         （ 京 都 府 警 本 部 の 管 理 部 分 を 除 く 。 ）  

    イ   構 造 等      鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 及 び 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 ４ 階 建 て  

    ウ   延 床 面 積    １ １ ， ７ ２ ８ ． ０ ３ ㎡  

    エ   建 物 概 要    別 添 の 次 の 資 料 を 参 照  

① 校 内 配 置 図  

② 建 物 配 置 図  

 

２   委 託 期 間  

    令 和 ４ 年 ８ 月 １ 日 か ら 令 和 ５ 年 ７ 月 ３ １ 日 ま で  

 

３   一 般 的 事 項  

  ( 1 )  当 該 業 務 は 、京 都 府 立 京 都 高 等 技 術 専 門 校 の 校 舎 全 般 に つ い て 、建 築 物 の  

    衛 生 的 環 境 の 確 保 に 関 す る 法 律（ 昭 和 ４ ５ 年 法 律 第 ２ ０ 号 ）に 基 づ く 清 掃 を  

    目 的 と し て い る の で 、本 仕 様 書 に 明 記 さ れ て い な い 事 項 で あ っ て も 目 的 達 成  

    に 必 要 な 細 部 の 事 項 に つ い て は 、 甲 乙 協 議 の 上 、 実 施 す る も の で あ る 。  

 

  ( 2 )  本 業 務 仕 様 書 は 業 務 の 大 要 を 示 す も の で あ る の で 、具 体 的 な 事 項 に つ い て  

    は 、 関 係 法 令 等 に 従 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

  ( 3 )  作 業 の 実 施 に 当 た っ て は 、あ ら か じ め 日 程 等 に つ い て 打 ち 合 わ せ を 行 い 、 

    京 都 府 立 京 都 高 等 技 術 専 門 校 等 の 業 務 等 に 支 障 の な い よ う 留 意 し な け れ ば な

   ら な い 。  

 

  ( 4 )  校 舎 の 電 気 ・ 機 械 設 備 の 定 期 点 検 業 務 等 が 行 わ れ る 場 合 に は 、 関 係 業 者 等

  と 相 互 に 連 絡 及 び 協 調 し て 、 業 務 を 円 滑 に 遂 行 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な

  い 。  

 

  ( 5 )  清 掃 業 務 を 統 括 的 に 実 施 す る た め 、建 築 物 環 境 衛 生 管 理 技 術 者 を 派 遣 し 、 

    企 画 、 指 導 及 び 監 督 さ せ る も の と す る 。  

 

４   日 常 清 掃 管 理 業 務  

  ( 1 )  対 象 面 積  

      日 常 清 掃 対 象 面 積 は 、 仕 様 書 別 表 の と お り と す る 。  

 

  ( 2 )  業 務 日 及 び 勤 務 時 間 帯  

区   分  清     掃     日  開 始 時 刻  終 了 時 刻  備  考  

 日 常 清 掃   京 都 府 の 休 日 を 除 く 毎 日    9時 0 0分   1 6時 4 5分   

     （ 注 ）京 都 府 の 休 日 ：日 曜 日 、土 曜 日 、祝 日 及 び 年 末 年 始（ １ ２ 月 ２ ９ 日 ～

１ 月 ３ 日 ）  

 

  ( 3 )  共 通 事 項  

    ア   作 業 の 実 施 に 当 た っ て は 、常 に 火 災 、盗 難 そ の 他 の 事 故 が 発 生 す る こ と  

      の な い よ う に 十 分 注 意 す る こ と 。  



 

 

    イ   作 業 員 は 、作 業 に 当 た り 清 掃 業 務 に 専 念 し 、必 要 以 外 の 場 所 に 立 ち 入 ら  

      な い こ と 、み だ り に 書 類 に 手 を 触 れ な い こ と な ど 必 要 以 外 の 行 為 を し な い  

      こ と 。  

 

    ウ   清 掃 器 具 及 び 使 用 材 料 は 、乙 の 負 担 と し 、作 業 内 容 及 び 建 築 材 料 に 最 も  

      適 し た も の を 用 い る こ と 。  

 

    エ  下 記 の 消 耗 品 は 、 乙 の 負 担 と す る 。  

消  耗  品  名  規  格  ・  品  質  等  摘    要  

ト イ レ ッ ト ペ ー パ ー  ソ フ ト 、シ ン グ ル 、芯 な し 、個 別 包 装 な し   

手 洗 い 用 石 鹸 液  
殺 菌 、消 毒 の 効 能 を 有 し 、植 物 油 脂 を 原 料

と す る こ と 。  
 

ビ ニ ー ル 製 ゴ ミ 袋  ２ ０ ㍑ 、 ４ ５ ㍑ 及 び ９ ０ ㍑ ほ か  管 理 共 通 部 分  

     ※  管 理 共 通 部 分 の ゴ ミ 袋 と は 、４ ( 4 )オ で 示 す ゴ ミ 収 集 箇 所 に 設 置 さ れ た  

       ゴ ミ 箱 等 に 使 用 す る ゴ ミ 袋 で あ る 。  

 

    オ   作 業 は 、静 粛 か つ 丁 寧 に 行 い 、建 物 及 び 器 物 を 破 損 さ せ た り 、通 行 者 、  

      壁 等 に ち り 、 ほ こ り 、 清 掃 用 水 等 を 飛 び 散 ら さ な い よ う に 十 分 注 意 す る こ

   と 。  

 

    カ   作 業 の 実 施 に 当 た り 、甲 の 建 物 、備 品 等 を 破 損 し た と き は 、直 ち に 甲 の  

      指 定 す る 職 員 に 連 絡 し て そ の 指 示 に 従 う こ と 。  

 

    キ   作 業 が 終 了 し た と き は 、 甲 の 指 定 し た 職 員 に 報 告 す る こ と 。  

 

  ( 4 )  日 常 清 掃 内 容  

    ア   床 の 清 掃  

        ほ う き や ダ ス ト モ ッ プ に よ り ご み 及 び ほ こ り を 除 去 し 、 必 要 に 応 じ て 絞

   り モ ッ プ 又 は 雑 巾 で 拭 き 取 る 。 （ 石 貼 り 床 は 、 必 要 に 応 じ て 部 分 水 洗 い 等

   を 行 う 。 ）  

 

    イ   便 所 の 清 掃  

      ①   便 所 及 び 磁 器 タ イ ル 面 （ 壁 面 含 む ） は 、 砂 、 泥 、 汚 物 等 を よ く 拭 き 取

    っ た 後 、 絞 り モ ッ プ で よ く 水 拭 き す る こ と 。  

      ②   女 子 便 所 の 汚 物 は 、容 器 か ら 取 り 出 し て 甲 の 指 定 す る 場 所 へ 運 搬 し 、 

        容 器 は 水 洗 い す る こ と 。  

      ③   洗 面 台 、 洗 面 器 及 び 手 洗 い 器 は 洗 剤 及 び 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 拡

大 防 止 の た め 甲 の 負 担 で 用 意 す る 殺 菌 ・ 消 毒 剤 を 使 っ て 拭 き 上 げ る こ と 。 

      ④   鏡 は 乾 拭 き 又 は 水 拭 き 後 、 乾 拭 き で 水 分 を 拭 き 取 る こ と 。  

      ⑤   ト イ レ ッ ト ペ ー パ ー 、手 洗 い 用 石 鹸 液 等 の 衛 生 消 耗 品 の 補 充 は 、随 時  

        見 回 り を し て 途 切 れ な い よ う に す る こ と 。  

 

    ウ   マ ッ ト の 清 掃 （ 玄 関 、 生 徒 昇 降 口 、 便 所 等 ）  

        使 用 マ ッ ト 類 に 付 着 し た 砂 ぼ こ り 等 の 除 去 清 掃 を 行 う 。  

 

    エ   階 段 手 す り の 清 掃  



 

        タ オ ル 雑 巾 又 は ダ ス ト ク ロ ス 等 及 び 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 拡 大 防

止 の た め 甲 の 負 担 で 用 意 す る 殺 菌 ・ 消 毒 剤 を 用 い て 拭 く こ と 。  

 

    オ   吸 い 殻 、 茶 殻 等 の 生 ご み 及 び ご み の 処 理  

①   特 定 屋 外 喫 煙 場 所 （ １ 箇 所 ） に あ る 備 え 付 け 灰 皿 の 吸 い 殻 の 収 集 は 毎

日 午 後 ４ 時 以 降 に 行 い 、甲 の 指 定 す る 場 所 に 運 搬 し 、灰 皿 を 水 洗 い す る

こ と 。  

②   

③   給 湯 室 （ ６ 箇 所 ） の 茶 殻 等 の 生 ご み の 収 集 は 上 記 ① に 準 じ て 処 理 し 、

茶 殻 等 入 を 水 洗 い す る こ と 。  

④   ロ ビ ー 、 給 湯 室 、 学 生 ホ ー ル 及 び 中 庭 に あ る 備 え 付 け の ご み 箱 内 の ご

み 、空 き 缶 等 並 び に 給 湯 室 に 分 別 し て あ る 廃 棄 カ ッ プ 麺 容 器 を 毎 日 収 集

し 、 甲 の 指 定 す る 場 所 へ 運 搬 整 理 す る こ と 。  

 

    カ   外 回 り 清 掃  

    １ 階 建 築 科 北 側 の 集 塵 機 の 木 く ず に つ い て 甲 が 指 定 し た 職 員 と 収 集 時 期

   を 調 整 し た 上 で ビ ニ ー ル 製 ゴ ミ 袋 に 収 集 し 、 甲 が 指 定 す る 場 所 へ 運 搬 す る

   こ と 。 収 集 回 数 は 概 ね 月 ２ 回 程 度 。  

 

５   定 期 清 掃 管 理 業 務  

  ( 1 )  対 象 箇 所 ・ 面 積 及 び 回 数  

      定 期 清 掃 対 象 箇 所 ・ 面 積 及 び 回 数 は 、 仕 様 書 別 表 の と お り と す る 。  

 

  ( 2 )  定 期 清 掃 の 回 数 と 時 期  

      年 ３ 回 、 契 約 書 「 別 表 」 で 指 示 す る 月  

   日 時 に つ い て は 甲 の 指 定 し た 職 員 と 打 ち 合 わ せ の 上 決 定 す る こ と 。  

 

  ( 3 )  業 務 日 及 び 業 務 時 間 帯  

区   分  清     掃     日  開 始 時 刻  終 了 時 刻  備  考  

定 期 清 掃  原 則 と し て 京 都 府 の 休 日  9時 0 0分  1 7時 0 0分   

 

  ( 4 )  共 通 事 項  

    ア   作 業 の 実 施 に 当 た っ て は 、常 に 火 災 、盗 難 そ の 他 の 事 故 が 発 生 す る こ と  

      の な い よ う に 十 分 に 注 意 す る こ と 。  

 

    イ   作 業 員 は 、 作 業 に 当 た り 清 掃 業 務 に 専 念 し 、 必 要 以 外 の 場 所 に 立 ち 入 ら  

      な い こ と 、 み だ り に 書 類 に 手 を 触 れ な い こ と な ど 必 要 以 外 の 行 為 を し な い  

      こ と 。                                                              

 

    ウ   清 掃 器 具 及 び 使 用 材 料 は 、 乙 の 負 担 と し 、 作 業 内 容 及 び 建 築 材 料 に 最 も  

      適 し た も の を 用 い る こ と 。                                        

                                                                         

    エ   作 業 は 、 静 粛 か つ 丁 寧 に 行 い 、 建 物 及 び 器 物 を 破 損 さ せ た り 、 通 行 者 、  

      壁 等 に ち り 、 ほ こ り 、 清 掃 用 水 等 を 飛 び 散 ら さ な い よ う に 十 分 注 意 す る こ

   と 。  

 

    オ   作 業 の 実 施 に 当 た り 、 甲 の 建 物 、 備 品 等 を 破 損 し た と き は 、 直 ち に 甲 の  

      指 定 す る 職 員 に 連 絡 し て そ の 指 示 に 従 う こ と 。                          

                                                                         



 

    カ   作 業 が 終 了 し た と き は 、 甲 の 指 定 し た 職 員 に 報 告 す る こ と 。            

 

  ( 5 )  定 期 清 掃 内 容  

    ア   会 議 室 等 の ビ ニ ー ル シ ー ト 床 及 び ビ ニ ー ル タ イ ル 床 の 清 掃 に 当 た っ て は 、

      椅 子 等 の 移 動 で き る 家 具 を 移 動 さ せ 、砂 、ご み 等 を 拭 き 取 っ た 後 、中 性 洗  

      剤 で 洗 浄 し 、こ れ を 十 分 拭 き 取 っ て 乾 燥 さ せ た 後 、樹 脂 ワ ッ ク ス を 塗 布 す  

      る こ と 。  

        石 貼 り 床 、磁 器 タ イ ル 床 、コ ン ク リ ー ト 床 等 は 、洗 浄 の み 行 う も の と し 、

作 業 後 十 分 乾 燥 さ せ る こ と 。  

        床 コ ン セ ン ト の あ る 場 所 は 、 コ ン セ ン ト を 養 生 し た 上 で ワ ッ ク ス を 塗 布

   す る こ と 。  

 

    イ   清 掃 の 実 施 方 法 に つ い て は 、 ア （ 上 記 項 目 ） に 掲 げ る と こ ろ に よ る 。  

た だ し 、 同 等 の 効 果 が あ る も の で あ れ ば 、 他 の 方 法 に よ る こ と を 妨 げ な

い 。 こ の 場 合 に は 、 あ ら か じ め 甲 乙 協 議 の 上 、 決 定 す る 。  

 

    ウ   廊 下 等 の 清 掃 に 当 た っ て は 、 仕 様 書 別 表 に 定 め る ほ か 、 必 要 に 応 じ ワ ッ

ク ス の 剥 離 作 業 を 行 う こ と 。 な お 、 今 年 度 の 契 約 に お い て は 、 ２ 階 廊 下 の

ビ ニ ー ル タ イ ル 床 部 分（ 2 6 8 . 6 3 ㎡ ）に つ い て 、ワ ッ ク ス 掛 け の 前 に 剥 離 作

業 を 年 1 回 （ ８ 月 ） 実 施 す る こ と 。  

 

    エ   階 段 の 手 す り 、ガ ラ ス ド ア 、ド ア の 金 属 部 分 等 は 、随 時 に 拭 き 掃 除 を 行  

      う こ と 。  

 

    オ   マ ッ ト の 清 掃 （ 玄 関 、 生 徒 昇 降 口 、 便 所 等 ）  

        使 用 マ ッ ト 類 を 一 日 日 干 し し た 後 、 叩 く こ と に よ り 付 着 し た 砂 ぼ こ り 等

   の 除 去 清 掃 を 行 う 。  

      （ た だ し 、 定 期 清 掃 期 間 に 晴 れ の 日 の な い 場 合 は 叩 き の み 行 う こ と 。 ）  

 

６   窓 ガ ラ ス 等 清 掃 業 務  

  ( 1 )  対 象 箇 所  

      窓 ガ ラ ス     １ ， ４ ７ ９ ． ８ ２ ㎡ （ 公 用 車 車 庫 窓 ガ ラ ス を 含 む 。 ）  

      パ ネ ル 式 シ ャ ッ タ ー （ １ ２ 枚 ）  

 

  ( 2 )  窓 ガ ラ ス 等 清 掃 業 務 の 回 数 と 時 期  

      年 ２ 回 、 契 約 書 「 別 表 」 で 指 示 す る 月  

   日 時 に つ い て は 甲 の 指 定 し た 職 員 と 打 ち 合 わ せ の 上 決 定 す る こ と 。  

 

  ( 3 )  業 務 日 及 び 業 務 時 間 帯  

区   分  清     掃     日  開 始 時 刻  終 了 時 刻  備  考  

窓 ｶ ﾞ ﾗ ｽ 等 清 掃  原 則 と し て 京 都 府 の 休 日  9時 0 0分  1 7時 0 0分   

 

  ( 4 )  窓 ガ ラ ス 等 清 掃 業 務 内 容  

    ア   無 燐 洗 浄 剤 で 洗 浄 し 、タ オ ル 又 は ス ク ィ ジ ー を 用 い て 、十 分 拭 き 取 る も  

      の と す る 。  

 

    イ   高 所 に つ い て は 、 高 所 作 業 台 （ 貸 出 し 可 ） を 使 用 す る こ と と し 、 他 の 方

法 に よ ら ざ る を 得 な い と こ ろ に つ い て は 、 最 も 適 し た 方 法 で 行 う も の と す

る 。  



 

 

    ウ   そ の 他  

        危 険 防 止 に は 、 特 に 注 意 を 払 う も の と し 、 安 全 対 策 に 万 全 を 期 す こ と 。  

 

７   植 木 の 剪 定 及 び 除 草 業 務  

  ( 1 )  対 象 箇 所  

      別 添 外 構 図 〔 植 込 〕 部 分  

 

  ( 2 )  植 木 剪 定 ・ 除 草 の 回 数 及 び 時 期  

      植 木 の 剪 定       年 ２ 回 、 契 約 書 「 別 表 」 で 指 示 す る 月  

      除    草       年 ３ 回 、 契 約 書 「 別 表 」 で 指 示 す る 月  

      日 時 に つ い て は 甲 の 指 定 し た 職 員 と 打 ち 合 わ せ の 上 決 定 す る こ と 。  

 

  ( 3 )  植 木 の 剪 定  

    ア   剪 定 ば さ み （ 手 動 、 自 動 ） で 丁 寧 に 剪 定 す る こ と 。  

 

    イ   剪 定 に よ り 生 じ た ゴ ミ は 、 受 託 者 が 責 任 を も っ て 廃 棄 す る こ と 。  

 

    ウ   剪 定 後 は 清 掃 を 行 う こ と 。  

 

    エ   剪 定 作 業 に お け る 危 険 防 止 に は 十 分 注 意 を 払 う も の と し 、 特 に 敷 地 外 の

   作 業 で は 歩 行 者 の 通 行 に 配 慮 す る こ と 。  

 

  ( 4 )  除 草  

    ア   植 木 の あ る 場 所 は 手 作 業 で 除 草 し 、 雑 草 の み の 場 所 は 機 械 除 草 も 可 と す

   る が 、機 械 除 草 後 で き る 限 り 雑 草 根 を 抜 い て 再 繁 茂 を 防 ぐ こ と 。た だ し 、  

      薬 剤 に よ る 除 草 は 行 わ な い こ と 。  

 

    イ   除 草 に よ り 生 じ た ゴ ミ は 、 受 託 者 が 責 任 を も っ て 廃 棄 す る こ と 。  

 

    ウ   除 草 箇 所 以 外 の 場 所 を 汚 損 し た と き は 、 清 掃 に よ り 元 の 状 況 に 復 帰 さ せ

   る こ と 。  


